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訪日外国人の消費需要取り込みが期待される小売業界 
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 政府の施策や円安影響を受けて、訪日

外国人数が増加しています。こうしたな

か、小売業界では、2014 年 10 月の免税

店制度改正が後押しとなり、訪日外国人

の消費需要捕捉に向けた取り組みが活発

化しており、今後の業績を左右する動き

として注目が集まっています。 

 
訪日外国人増加が小売業界に与える影響 

 

訪日外国人は 1 度の旅行で 1 人当たり

平均約 14 万円を消費するとされており、

これは日本人の年間平均消費額の 10 分

の 1 に相当するため、小売業界では過去

から、長期的な内需減少による業績面へ

の影響をカバーするものとして、訪日外

国人需要に対する高い期待がありました。 

ただし、2003 年に政府が「ビジット・

ジャパン事業」を開始し、国を挙げて訪

日外国人を呼び込むべく受け入れ体制整

備を進めてきましたが、①リーマン・シ

ョックや東日本大震災の影響もあって訪

日外国人数の伸びが当初想定より低位に

とどまったこと、②消費税の免税対象品

目が限定され手続きも煩雑であったこと、

などから訪日外国人の消費需要を取り込

めているのは、都市部の家電量販店や百

貨店などに限られ、小売業界全体として

の効果は大きくありませんでした。 

 

訪日外国人増加と免税店制度改正 

 

ところが、ここにきてアジア諸国向け

のビザ発給要件緩和などの政府による一

段の促進策に加え、格安航空便の就航や

円安の進行が追い風となることで潮目が

変化しており、訪日外国人は 2013 年に

初めて 1,000 万人を突破、2014 年は

1,300 万人に達する見込みです(図表 1)。

さらに 2014 年 6 月の「日本再興戦略」

では、訪日外国人を 2020 年までに 2,000

万人、2030 年までに 3,000 万人とすると

の目標が掲げられ、ビザ緩和や空港発着

枠拡大などの取り組みが更に強化される

予定のため、景気や為替相場の動向、自

然災害といった外的要因の影響は受けつ

つも、訪日外国人数は引き続き増加基調

をたどるとみられます。 

こうした状況下、訪日外国人の日本滞

在中の消費促進を図る目的で、2014 年

10 月に税務署長の許可を取得した店舗で

訪日外国人に消費税を免除して販売出来

る「免税店制度」が改正され、免税対象

品目の拡大や、免税手続きに必要な書類

様式の簡素化などが進められました(図

表 2)。さらに、小売店舗の負担軽減を図

るため 2015 年以降には免税手続きを第

三者へ委託することを可能とする方向で

議論が進められており、小売業界にとっ

て大きなビジネスチャンスとなっていま

す。 
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図表１ 訪日外国人の推移
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小売業者による取り組み状況 

 

小売業界では、国内消費が低迷するな

かで競合激化が続いてきたうえ、足元で

は消費税率の引き上げ影響もあって業績

面で苦戦を余儀なくされている企業は少

なくありません。そうしたなかで、訪日

外国人の消費需要による業績底上げに期

待する機運が高まっており、10 月の制度

改正を受け、各社が取り組みを強化して

います。具体的には、①訪日外国人から

のニーズが高い宝飾品や化粧品を取り扱

う百貨店では、免税カウンターの拡充や

スタッフ増員に努めています。この結果、

訪日外国人向け売上高が増加し、これに

より内需減少をカバーしている事例もみ

られます。また、②チェーン展開する大

手小売業者では、将来の一段の需要拡大

を見越して、都市部や観光地の店舗で幅

広く、免税店の許可を申請する動きがあ

るほか、③外国人誘致と海外出店を合わ

せて強化することによって現地での知名

度向上による相乗効果を狙う企業も出て

きています。 

もっとも、今後は店舗間での集客競争

が激化することも想定されるなかで、小

売業者が訪日外国人の取り込みを成長に

つなげていくためには、既存の国内顧客

に対するサービス水準を維持しながら、

外国人向けの売場作りや販促戦略、人材

育成などを低コストで行う、というこれ

までにない運営が求められます。また、

接客や品揃えなどに対する評判が将来の

リピーター獲得につながるという側面が

あるだけに早期に運営体制を整えること

も重要になります。 

 

今後の方向性 

 

訪日外国人数の動向は政府施策や経済

情勢などの外的要因に左右されるため、

小売業者にとって需要が読みにくいとい

う面は否めませんが、国内人口減少が避

けられないなかで、この分野での成否が

成長に向けたポイントとの見方も出来ま

す。 

このため足元での先行的な取り組みに

加えて、①従業員教育を徹底し接客や免

税手続きのオペレーション能力を向上さ

せること、②外国人のし好に合った商品

を開発・展開すること、③海外でのイベ

ント実施や現地旅行会社へのアプローチ

強化、あるいはポイントカードや SNS と

いった販促ツールの活用により、認知度

向上とリピーター獲得を図ること、また、

④こうした取り組みを効果的に行うため

に、近隣の観光施設や商業施設、交通機

関、あるいは海外企業などとの間で業

態・国境を超えた連携強化を進めること、

などが重要になってくるとみられ、小売

業各社の取り組みが注目されます。 

(江藤) 

図表2 免税店の分類と免税対象
＜免税店の種類＞

免税対象

免税店

(Tax Free)

「輸出物品販売

場」として許可を

受けた免税店

消費税
日本から出国する外国人

(海外居住日本人含む)

市中免税店

(Duty Free)

国際空港・港の出

国手続き後の制

限区域内で商品

を販売する免税店

消費税・関税・

酒税・たばこ税
外国人・日本人

販売形態 免税対象者

＜消費税が免税となる品目＞

一般物品 消耗品(2014年10月追加)

対象品目 家電製品、衣料品、鞄など 食料品、薬品、化粧品など

対象範囲
同一店舗における1日の購入

合計額が1万円を超えるもの

同一店舗における1日の購

入合計額が5千円を超え、50

万円までの範囲内のもの

(資料)観光庁の資料を基に弊行作成


